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○釧路市港湾環境整備施設条例施行規則  

平成１７年１０月１１日  

釧路市規則第２４３号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、釧路市港湾環境整備施設条例（平成１７年釧路市条例

第２２３号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定め

るものとする。  

（開場時間及び休場日）  

第２条 条例第２条に規定する港湾環境整備施設（以下「施設」という。）

のうち大町地区港湾休憩所及び幸町緑地（バスケットボールコート及びス

ケートボード等コースに限る。）（以下「休憩所等」という。）の開場時

間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたと

きは、これらを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。  

施設の名称  開場時間  休場日  

大町地区港

湾休憩所  

（１） ５月１日から１０月３１日まで  午

前１０時から午後６時まで  

（１）  月曜日  

（２） １１月１日から４月３０日まで  午

前１０時から午後５時まで  

（２）  １月１日

から１月３日ま

での日及び１２

月２９日から１

２月３１日まで

の日  

幸町緑地（バ

スケットボ

ールコート

及びスケー

トボード等

（１） ４月１日から１１月３０日まで  午

前９時から午後９時まで  

（１）  １２月１

日から３月３１

日まで  
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コースに限

る。）  

２  条例第６条第１項に規定する有料施設の開場時間及び休場日は、次のと

おりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更し、

又は臨時に休場日を定めることができる。  

有料施設の名称  開場時間  休場日  

野外ステージ  ４月１日から１１月３０日まで  午

前９時から午後９時まで  

１２月１日から３月

３１日まで  

（資料等の寄贈又は委託出品）  

第３条 休憩所等は、資料等の寄贈又は委託出品を受けることができる。  

２  休憩所等に資料等を寄贈し、又は委託出品しようとする者は、寄贈申込

書又は委託出品申込書及びその解説書を提出し、市長の承認を受けなけれ

ばならない。  

３  市長は、資料等の寄贈又は委託出品を承認したときは、その資料等と引

換えに寄贈品受領証又は委託出品預証を寄贈者又は委託出品者に交付する

ものとする。  

４  寄贈又は委託出品に要する費用は、寄贈者又は委託出品者の負担とする。

ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。  

５  委託出品預証を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその再交付を受

けなければならない。  

（委託出品物陳列位置）  

第４条 委託出品物の陳列位置は、市長が別に定める  

（委託出品物の返還）  

第５条 委託出品物は、委託出品預証と引換えに返還しなければならない。  

（委託出品物の損失責任）  

第６条 天災その他不可抗力によって生じた委託出品物の損失に対して市長

は、その責めを負わない。  

（許可申請等）  
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第７条 条例第５条第１項の規定により幸町緑地における行為の許可を受け

ようとする者又は条例第６条第２項の規定により有料施設の使用の許可を

受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の６か月前から１０日

前までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかか

わらず、申請を受け付けし、許可をすることができる。  

３  市長は、第１項の規定による申請を許可したときは、許可書を交付する。  

４  前項の規定により許可書の交付を受けた者（以下「使用者」という。）

が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に届

け出なければならない。  

（使用料の納付）  

第８条 条例第７条第１項に規定する使用料は、使用等の許可を受けた日か

ら使用期間内の市長の指定する期日までに納付しなければならない。  

（使用後の点検）  

第９条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、

点検を受けなければならない。  

（責任者の設置）  

第１０条  使用者は、施設の使用に当たっては、責任者を定め、市長に届け

出なければならない。  

（準用）  

第１１条  この規則に定めるもののほか、施設の管理及び使用については、

釧路市港湾施設管理条例施行規則（平成１７年釧路市規則第２４４号）の

規定を準用する。  

（委任）  

第１２条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

附  則（平成２２年６月１８日規則第４９号）  
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この規則は、釧路市港湾環境整備施設条例の一部を改正する条例（平成２

２年釧路市条例第３３号）第２条の規定の施行の日から施行する。  

附  則（平成２４年３月３１日規則第２６号）  

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年６月２３日規則第１９号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

 


